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平成 25年 10月４日 

各      位 

会 社 名   株 式 会 社 陽 光 都 市 開 発      

代表者名   代表取締役社長 田 中   忍 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 8946）

問合せ先  常 務 取 締 役 小 坂 竜 義 

   Ｔ Ｅ Ｌ（045）324－2444（代表） 

 

株式会社ストライダーズとの資本業務提携及び第三者割当により発行される 

第１回新株予約権の募集に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25年 10 月４日開催の取締役会において、徳威国際発展有限公司（以下「徳威国際」という。）

及び株式会社ストライダーズ（以下「ストライダーズ」という。）を割当予定先とする第三者割当による第１回

新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行を行うこと及びストライダーズと資本業務提携(以下「本資

本業務提携」という。) を行うことを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、当該

決議のうち、本新株予約権の発行決議におきましては、本新株予約権の割当予定先の１社である徳威国際の董事

長でもあり、また、同社の親会社である上海徳威企業発展有限公司（以下「上海徳威企業」という。）の董事長

でもあり特別利害関係者である当社取締役 呉 文偉氏及び上海徳威企業の董事であり特別利害関係者である当

社取締役 張 平氏はその議案の審議及び採決に参加せず、両氏以外の２名の出席取締役の賛成により、決議いた

しました。 

記 

Ⅰ．本資本業務提携の概要 

１．本資本業務提携の理由 

 当社は昭和 54 年１月に創業し「住と財の創造」というコンセプトを掲げ、不動産業界にて事業活動を行って

おります。平成５年１月より横浜・川崎エリアを中心としてワンルームマンションを主体とした投資用住宅の提

供を事業の根幹に定め、これまでに自社開発の投資用マンション「グリフィンシリーズ」を約 5,000 戸供給して

まいりました。 

過去のサブプライムローン問題に端を発する不動産市場の悪化により、当社グループは平成 20年 12月期の連

結業績におきまして 4,212 百万円の当期純損失を計上した結果、利益剰余金が欠損に陥りました。続く平成 21

年 12 月期、平成 22 年 12 月期は黒字決算となったものの欠損分を補うには至らず、平成 23 年 12 月期の連結業

績において 486 百万円の当期純損失を計上いたしました。このような不安定な事業運営から脱却し、安定的に収

益を計上できる事業体制への変換を図るため、当社は従来の当社の主力事業でありました投資用マンション事業

を大幅に縮小し、不動産管理事業を主力事業とした「ストック型フィービジネス」に注力することとし、その結

果、平成 24 年 12月期の連結業績において、経常利益 88 百万円、当期純利益 83百万円を計上するなど、安定的

で、堅実な収益体系の構築を進めました。当社の主力事業である不動産管理事業は、賃貸不動産の管理を主な業

務としており、家賃集金及び支払の代行による集金代行手数料、賃貸住戸の原状回復を行うリフォーム収入など

が主な売上となるため、賃貸管理戸数が大きく変動しない限り、安定した収益を毎期計上できることが確かな事

業であると当社は判断しております。一方で、過去に当社の不動産管理戸数を飛躍的に伸ばす要因となっていた、

投資用マンションを中心とした不動産開発・販売事業の大幅な規模縮小により、今後当社の管理戸数が短期間で

大きく伸びることはないため、現状の管理戸数を基本的に維持していくのみの状況下においては、当該事業のみ

では短期間で飛躍的に売上・利益を伸ばすことが難しい状況であります。 

上記状況下において、当社が経営理念として掲げております「会社の繁栄と社員の幸せ そして社会への貢献」

を実践するために、主力事業の拡大及び業務拡充を検討している中、ストライダーズとの間で、同社の連結子会
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社であり、不動産賃貸管理を主力事業とする株式会社トラストアドバイザーズ（以下「トラストアドバイザーズ」

という。）の事業に関する業務提携の協議を行ってまいりました。当社とトラストアドバイザーズは競業関係に

はあるものの、主要事業エリアが異なること、また、当社が持つ売買仲介機能がトラストアドバイザーズにはな

いことなどから、下記「２．本資本業務提携の内容 （１）業務提携の内容」に記載のとおり、当社とトラスト

アドバイザーズは、事業を推進していくことにおいて事業推進上の相互補完関係が築けるものと判断し、両社の

経営資源・ノウハウを相互に活用することで、顧客サービスのより一層の向上を図り、現状において顧客の要望

に必ずしも応えきれていないことから生じる当社の逸失利益獲得が期待でき、多様化する顧客ニーズへの対応強

化及び両社の企業価値を高めることで、事業基盤及び経営基盤の強化の拡充を図ることが可能になると考え、同

社の親会社であるストライダーズとの間で本資本業務提携を行うことを決定いたしました。 

 ストライダーズは、株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場する企業であり、コーポレートステート

メントとして「Creating a new business platform for our next generation（新たなビジネスプラットフォー

ムを創造し、次世代に継承する）」を掲げ、さまざまな業種の企業に直接投融資を行っております。不動産賃貸

管理事業や食品関連事業、ビジネスホテル運営・管理事業等の新たなビジネス分野にも進出し、グループ収益の

増大に取り組んでおります。不動産賃貸管理事業を営むトラストアドバイザーズは、平成 21年２月に株式会社

エスグラントコーポレーションからストライダーズに譲渡され、現在は同社の完全子会社として運営されており、

東京都内を中心に約3,300戸の賃貸用不動産を管理しております。 

 当社といたしましては、本資本業務提携を通じ、当社とトラストアドバイザーズにおいて事業推進上の相互補

完関係の構築、両社の経営資源・ノウハウを相互に活用することによるシナジー効果の発揮、多様化する顧客ニ

ーズへの対応強化及び両社の企業価値向上が実現可能と確信できた場合には、当社は、トラストアドバイザーズ

の子会社化、同社との合併その他の方法により事業基盤及び経営基盤を統合することによる更なる経営合理化を

も視野に入れております。もっとも、ストライダーズに対しては、当社の本資本業務提携の目的と意向は示して

いるものの、具体的な協議を開始しているわけではなく、当社とストライダーズは、いずれも本資本業務提携の

具体的な進捗次第というスタンスにおいて共通であり、まったく白紙の状態であります。 

今後、本資本業務提携の具体的な進捗に応じて必要な場合には速やかに開示してまいります。 

 

２．本資本業務提携の内容 

（１）業務提携の内容 

①エリア特性を活かした管理業務の補完 

    当社は神奈川県、トラストアドバイザーズは東京都を中心とした地域を主軸とした不動産賃貸管理業

務を行っております。当社、トラストアドバイザーズそれぞれの管理物件の所有者であるマンションオ

ーナーの中には、両方の地域に複数の物件を所有しているマンションオーナーもおります。顧客サービ

ス向上の観点から、襷掛けで物件の代行管理と営業支援を行っていくことを検討してまいります。加え

て、相互での人材の交流と情報交換を通じて、営業力の増強を図ってまいります。 

②売買仲介業務の斡旋協力 

顧客であるマンションオーナーは諸事情により物件の売却処分を希望されることもあり、当社はそ

のご要望に応じて年間数十件、中古物件の売買仲介及び買取再販を行っております。 

一方、トラストアドバイザーズには管理物件の中古再販斡旋部門がなく、マンションオーナーの売

却ニーズには必ずしも充分対応できていない懸念があります。その結果、他社に管理が移管されてし

まうケースも尐なくありません。 

トラストアドバイザーズの管理物件のマンションオーナーが希望される場合には、当社が所有資産

の売却活動を行うことで、当社においては収益機会の獲得、トラストアドバイザーズにおいては管理

戸数の維持が可能となることから、相互に協力して営業活動を推進してまいります。 

③プラットフォームの共有化 

相互の事業の効率化を図るため、それぞれの業務を再検討し、相互に共有できる物件情報管理及び

賃貸入出金管理システムの導入を検討してまいります。 
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④海外展開 

当社の海外事業への進出方針としましては、業容の拡大・収益機会の獲得を目指し、平成23年12月

から資本提携しております徳威グループの協力のもと、中国への事業展開を視野に入れた活動を継続

的に行っております。その中で、東南アジアなどの新興国において、都市化進行と地価の高騰により、

コンパクトマンションへの需要が高まっていることから、中国だけではなく、東南アジアへの事業展

開も今後検討してまいります。ストライダーズはミャンマーにおいて既に広告代理店事業及び日系企

業の進出支援コンサルティング事業の展開を進めており、東南アジア地域での人的ネットワークを構

築しております。当社、中国で不動産事業を展開し海外富裕層との関係に強みを持つ徳威グループ及

びストライダーズの３社で、中国及び東南アジアにおける不動産開発事業の検討を進めてまいります。 

 

（２）資本提携の内容 

相手方に新たに取得される新株予約権個数（株式）及び発行済株式数に対する割合 

    ストライダーズが取得する新株予約権個数は４個（200,000 株）行使価額 172円 

    割当前発行済株式数 9,638,200 株に対して 2.08％ 

割当後発行済株式数（潜在株式数含む）12,638,200 株に対して 1.58％ 

        詳細につきましては「Ⅱ．第三者割当により発行される新株予約権の募集 １．募集の概要」をご参

照ください。 

 

３．本資本業務提携先の相手方の概要 

① 名 称 株式会社ストライダーズ 

② 所 在 地 東京都港区新橋五丁目 13番５号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 早川 良一 

④ 事 業 内 容 
ＩＴ関連事業、企業再生再編事業、不動産賃貸管理事業、食品関連事業、 

ホテル関連事業、その他の事業 

⑤ 資 本 金 の 額 1,371 百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 40年２月４日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 80,330,896 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31日 

⑨ 従 業 員 数 連結従業員数 100名 

⑩ 主 要 取 引 先 一般顧客 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三菱東京ＵＦＪ銀行、りそな銀行  

⑫ 大株主及び持株比率 
新興支援投資事業有限責任組合 19.05% 早川 良一 7.77% 

（平成 25年３月 31日現在）  

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありま

せんが、当社の取締役である呉 文偉氏が 100％保有する香

港徳威企業集団控股有限公司は当該会社の新株予約権 2,000

個（2,000,000 株）（2.40％）を保有しております。 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、本資本業務提携を除き、記載す

べき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

取引関係はありません。 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及

び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 
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関連当事者へ

の 該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当

該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当

しません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成 23年３月期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 

連 結 純 資 産 1,571,946 1,184,900 988,333 

連 結 総 資 産 3,690,368 1,746,913 1,992,293 

１株当たり連結純資産（円） 16.75 15.60 11.93 

連 結 売 上 高 2,141,045 1,080,722 1,689,293 

連 結 営 業 利 益 80,545 △233,396 △147,847 

連 結 経 常 利 益 46,005 △183,371 △113,755 

連 結 当 期 純 利 益 △186,067 △121,009 △353,818 

１株当たり連結当期純利益（円） △2.50 △1.62 △4.74 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

  （単位：千円） 

 

参考情報 

① 名 称 株式会社トラストアドバイザーズ 

② 所 在 地 東京都品川区東五反田一丁目７番６号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 早川 良一 

④ 事 業 内 容 
プロパティマネジメント事業、リーシングマネジメント事業、ビルマ

ネジメント事業、アセットマネジメント事業 

⑤ 資 本 金 の 額 50 百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 18年９月１日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 4,700 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31日 

⑨ 従 業 員 数 従業員数 43 名 

⑩ 主 要 取 引 先 一般顧客 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 株式会社ストライダーズ 100％ 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありませ

ん。 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、本資本業務提携を除き、記載

すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき取引関係はありません。 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありませ

ん。 
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関 連 当 事 者 へ 

の 該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、

当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には

該当しません。 

 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成 23年３月期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 

純 資 産 △195,070 45,421 75,643 

総 資 産 283,241 450,477 472,777 

１株当たり純資産（円） △390,140.11 9,664.23 16,094.31 

売 上 高 1,191,506 966,909 1,176,951 

営 業 利 益 127,210 28,540 41,430 

経 常 利 益 45,945 29,624 17,316 

当 期 純 利 益 42,532 31,840 11,483 

１株当たり当期純利益（円） 85,064.74 6,774.59 2,443.30 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

  （単位：千円） 

４．本資本業務提携の日程 

平成 25 年 10 月 ４ 日 取締役会決議 

平成 25 年 10 月 ４ 日 資本業務提携締結 

平成 25 年 10 月 21 日 新株予約権の払込期日 

平成 25 年 10 月 21 日  新株予約権の発行期日 

 

５．今後の見通し 

 当社はストライダーズとの本資本業務提携に基づき、相互の協力関係を強化して両社のシナジー効果の実現に

向けて、上記「２．本資本業務提携の内容 （１）業務提携の内容」に記載の事項をはじめとした取り組みを行

うことが当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資するものと判断しておりますが、現時点では当該取

り組みの平成 25年 12 月期の業績に与える影響は軽微であると考えます。今後、中長期的な業績への影響が判明

した場合には、速やかに公表いたします。 

 

Ⅱ．第三者割当により発行される新株予約権の募集 

１．募集の概要 

＜本新株予約権発行の概要＞ 

（１）割 当 日  平成 25年 10 月 21日 

（２）新 株 予 約 権 数 の 総 数  60個 

（３）発 行 価 額  総額 9,000,000 円（新株予約権 1 個につき 150,000 円） 

（４）当該発行による潜在株式数  3,000,000 株（新株予約権１個につき 50,000 株） 

（５）調 達 資 金 の 額 

   （新株予約権の行使に際して 

   出資される財産の価額） 

 525,000,000 円（差引手取概算額 517,000,000 円） 

 （内訳）新株予約権発行による調達額     9,000,000 円 

新株予約権行使による調達額    516,000,000 円  

（６）行 使 価 額  1株当たり 172円 

（７）募 集 又 は 割 当 方 法 

   （ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、徳威国際に対して新株予約権 56 個

（2,800,000 株）、ストライダーズに対して新株予約権４個（200,000

株）、本新株予約権を割り当てます。 

（８）その他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力

発生後に、引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結す

る予定です。本引受契約の特徴については、下記（注）をご参照く
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ださい。 

（注）本新株予約権及び本引受契約の特徴 

当社は、後記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社が経営理念として掲げております「会

社の繁栄と社員の幸せ そして社会への貢献」を実践すること及び当社の主力事業である不動産管理事業

の拡大並びにその主力事業に付随する不動産関連事業という当社の事業基盤に寄与する事業拡大による

企業価値向上を図ることを目的に、国内（関東エリアを中心）もしくは海外（中国上海周辺）において、

不動産関連事業を行っている企業もしくは事業の買収（以下「当該検討案件」という。）に取り組むこと

と致しました。 

 本新株予約権が当該検討案件の資金調達のために発行されるものであることに鑑み、本新株予約権は、

調達資金の総額が固定されており、併せて、本新株予約権の行使価額と対象株式数を固定することによ

り、既存株主の皆様の株式価値の希薄化の抑制が図られるとともに、また、当社が割当予定先との間で

締結する予定の本引受契約にも当社が当該検討案件の資金調達目的を達成できるようにするための規定

が設けられることが予定されております。具体的には、本新株予約権と本引受契約には、以下の特徴が

あります。  

①行使価額及び割当株式数の固定  

 本新株予約権は、昨今その商品設計等について市場の公平性や既存株主への配慮といった観点から

の懸念が示される価額修正条項付きのいわゆるＭＳＣＢやＭＳワラントとは異なり、行使価額及び割

当株式数の双方が固定されていることから、既存株主の皆様の株式価値の希薄化に配慮したスキーム

となっております。発行当初から行使価額は 172 円で固定されており、将来的な市場株価の変動によ

って行使価額が変動することはありません。また、本新株予約権の割当株式数についても発行当初か

ら 3,000,000 株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはあ

りません。（行使価額の調整により調整を行う際は行使価額及び株式数が調整される場合があります。） 

   ②取得条項 

 本新株予約権には、以下に記載のとおり、当社取締役会が資金使途の目的が達成できないと判断し

た場合、割当予定先に通知したうえで、当社が本新株予約権を 1 個につき、本新株予約権１個当たり

の払込価額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されているほ

か、本引受契約においても当社と割当予定先との間の合意により本新株予約権の買取消却ができるよ

う定められることが予定されております。 

 当社は、更なる事業規模の拡大と企業価値向上を図ることを目的に、国内の当社主力事業の強化及

び海外における新規収益の柱となり得る企業もしくは事業の買収を現在検討しております。引き続き

当社は現在検討中である資金使途目的を達成するために邁進してまいりますが、当社の計画が達成で

きないと当社取締役会が判断した場合、当社が本新株予約権を取得し消却する予定です。 

③譲渡制限 

 本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当により発行されるものであり、かつ、譲渡制限が

付されているため、当社取締役会の承諾がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。ま

た、当社取締役会の承認を得て、割当予定先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、引受契約

上の割当予定先の地位及びこれに基づく権利義務を、割当予定先が譲受人に承継させることが引受契

約上の義務とすることが予定されています。 

④行使指定 

本引受契約には、当該検討案件に関し、当社に資金需要が発生し本新株予約権の行使を希望する場合

は、当該検討案件に係る必要資金に応じて、行使指定期間（当社が割当予定先に対し行使指定通知書を

交付した日の翌日（当日を含む）から 10 取引日までの期間）内に当社の指定した数の本新株予約権の

行使を強制できる旨定めることが予定されております。この行使指定の前提条件として、当社が割当予

定先に行使指定通知書を交付する時の直前における、当社普通株式の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤ

ＡＱ市場における普通取引の終値が 1 株当たり行使価額の 15％以上であることが定められることが予

定されております。これにより、当該検討案件のための柔軟かつ機動的な資金調達が可能になるものと
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考えられます。但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の強制行使の株数には必要資金の範囲内と

いう限度があり、当該検討案件に係る必要資金額を著しく超過して資金調達することはできません。ま

た、未公表の当社インサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす

事態が発生した場合、当社は行使指定を行うことができません。なお、当社は上記の指定を行った場合、

その都度速やかに開示いたします。 

 

２．募集の目的及び理由 

 「Ⅰ．本資本業務提携の概要」に記載のとおり、従来の主力事業でありました投資用マンションを中心とした

不動産開発・販売事業を大幅に縮小し、不動産管理事業を中心とした「ストック型フィービジネス」に注力する

ことを決定した事業体制の変換により、不動産市場の変動に左右されない安定した収益が見込める事業基盤が確

立したものと当社は判断しております。一方で、不動産開発・販売事業を縮小したため、不動産管理事業の売上・

利益の増加に大きく影響する管理戸数を短期間で伸ばすことが難しくなり、結果として、短期間で飛躍的に売

上・利益を伸ばすことが難しいのが現在の状況であると判断しております。 

 上記状況を踏まえ、当社が経営理念として掲げております「会社の繁栄と社員の幸せ そして社会への貢献」

を実践すること及び当社の主力事業である不動産管理事業の拡大並びにその主力事業に付随する不動産関連事

業という当社の事業基盤に寄与する事業拡大による企業価値向上を図ることを目的に、国内（関東エリアを中心）

もしくは海外（中国上海周辺）において、不動産関連事業を行っている企業もしくは事業の買収を行うという当

該検討案件を当社の検討課題として取り組むことといたしました。 

当社は、平成 23年 12 月に、上海徳威企業及びその当時、同社の関連会社である思源国際発展有限公司（以下

「思源国際」という。）と資本提携契約を締結しており、この資本提携を通じて、主に中国上海において不動産

仲介を事業とする上海徳威房地産経紀有限公司、主に中国不動産の資産管理を事業とする上海優宏資産管理有限

公司、主に日本製建材の輸入販売代理・内装工事を事業とする上海徳威装飾工程有限公司などの徳威グループ各

社と事業協力を行うことによる新たな事業機会の獲得及び当社の財務体質の強化を志向し、平成 24 年 11 月 9

日付「資本提携先との事業協力の進捗についてのお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、当社と徳威

グループ各社とで、日本に進出する中国企業へのサービス提供、リフォーム事業の建材の調達、徳威グループに

対するマンション投資の企画・開発に係る指導・助言、中国人個人投資家への販路の拡大など、様々な面での収

益拡大の機会を模索してまいりましたが、当該検討案件の探索においても、徳威グループが有するネットワーク

を活用するなど、この資本提携を最大限活かして参りたいと考えております。徳威グループからは、当社の企業

価値向上に資する買収先候補として徳威グループとは資本関係がある企業を含め、複数の企業もしくは事業の紹

介をいくつかいただいており、それらの中には、デューディリジェンス調査にも着手したもの及び現在協議中の

企業もございます。もっとも、相手方とは条件面で折り合いがついているわけではなく、契約交渉のための具体

的な協議を開始しているわけではなく、当社においても、デューディリジェンス調査の結果次第では、当該検討

案件の対象から除外することを含め、白紙の状態であります。 

しかしながら、上記のとおり、国内（関東エリアを中心）もしくは海外（中国上海周辺）において、当該検討

案件を目指す方針は決定しており、競争が激化する中、機会を逸することがないよう、迅速かつ機動的に取り組

みたいと考えているものの、当該検討案件を進める上で、資金調達の可否が不透明な状況で、上記のような大規

模な資金調達を前提とする交渉を進展させることは困難であるため、本新株予約権発行による資金調達を決定い

たしました。 

なお、本新株予約権の発行は、当社の総議決権数 95,545 個（平成 25 年 10 月４日現在）に対し、本新株予約

権の発行による潜在株式数の総数 3,000,000 株に係る議決権数 30,000 個の占める割合が 31.40％に相当し、当

該割合において当社株式に希薄化が生じることとなりますが、当社の主力事業である不動産管理事業の更なる強

化につながり、かつ、事業規模の拡大に寄与する企業もしくは事業の買収に本新株予約権発行により調達した資

金を充当することは当社の中長期的な企業価値・株主価値の向上につながり、その結果、既存株主の皆様の利益

に資するものと当社取締役会は判断し、今回の調達を決定しております。 

 今回の資金調達が、後述の「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載のとおり、当該検討案件

が現段階において、具体的に確定している状況ではないことから、金融機関及び一般投資家の理解を得ることが
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容易ではなく、当社が希望する条件による調達は実現困難であることから、金融機関等からの借入による間接金

融又は社債等による調達は妥当な方法ではないと考え、また、公募増資、株主割当による調達については、自己

資本比率が 6.3％（平成 25年 12 月期第２四半期連結会計期間末）と財務状況は安定しているとは言えず、また、

平成 20 年 12 月期以降赤字と黒字を繰り返してきた業績等を考慮すると必要な資金が集まるかが不透明であり、

実現可能性は低いものと考えました。第三者割当による新株式の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、

同時に１株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、当該検討案件が、具体的に確定している状況ではな

い現段階においては妥当な方法ではないと考え、その結果、当社は本新株予約権の発行を決議し、今回の調達方

法を選択するに至りました。 

こうしたことを背景として、当社は、割当予定先に対し、今後の当該検討案件の進捗状況に合わせ、当社が請

求した場合に、行使指定の前提条件を満たし、当該検討案件における必要資金にあわせて、本新株予約権の行使

を義務付けることができる一方で、当社の計画が達成できないと当社取締役会が判断した場合、当社が本新株予

約権を取得し消却することができることが必要であると考え、前述の「１．募集の概要」に注記した特徴を有す

る本新株予約権の募集事項等を決定するとともに、かかる本引受契約を割当予定先との間で締結することを予定

しております。 

本新株予約権の行使により調達した資金を用い、当該検討案件を実現させることにより、当社の収益拡大を図

り、財務面での安定を実現するとともに、企業価値の向上を追求していく所存であります。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

  調達する資金の総額 525,000,000 円 

内訳  （新株予約権の発行による調達額）  9,000,000 円 

       （新株予約権の行使による調達額） 516,000,000 円 

   

  発行諸費用の概算額 8,000,000 円 

  内訳  （本新株予約権の発行価額価値算定費用）  2,500,000 円 

       （割当予定先調査費用）  1,000,000 円 

       （弁護士費用） 3,000,000円 

      （その他） 1,500,000円 

  

 差引手取概算額 517,000,000 円 

    （注） １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。  

２．発行諸費用その他は、登録免許税、証券保管振替機構登録費用その他の費用を合計したもので

あります。 

３．本新株予約権が当該検討案件の資金調達のために発行されるものであるため、実際の調達金額

は、実施が決定された当該検討案件の資金需要によることとなります。 

４．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却し

た場合には、上記差引手取概算額は減尐いたします。  

５．本新株予約権の発行において、株式会社ジオブレイン（東京都品川区東五反田五丁目 25 番 19

号 代表取締役 南部 隆宏）（以下「ジオブレイン」という。）によるコンサルティングを受け

ております。当社とジオブレインとの間では経営全般におけるコンサルティング契約を締結し

ているため、本新株予約権の発行におけるコンサルティング費用は、発行諸費用には含まれて

おりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 本新株予約権の発行による調達資金につきましては、当社の主力事業である不動産管理事業の拡大並

びにその主力事業に付随する不動産関連事業という当社の事業基盤に寄与する事業拡大による企業価値
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向上を図ることを目的に、国内（関東エリアを中心）もしくは海外（中国上海周辺）において不動産関

連事業を行っている企業もしくは事業の買収という当該検討案件に係る必要資金に充当する予定です。

当該検討案件における企業もしくは事業の買収候補先に関しましては、現在、国内（関東エリアを中心）

において不動産管理事業を行っている複数の企業及び海外（中国上海周辺）において不動産関連事業を

行っている複数の企業と協議を行っている段階であり、開示が可能となった場合、速やかに開示する予

定であります。 

割当予定先の徳威国際の親会社である上海徳威企業からは、当社の企業価値向上に資する買収先候補

として徳威グループと資本関係がある企業を含め複数の企業もしくは事業の紹介をいくつかいただいて

おり、それらの中には、デューディリジェンス調査にも着手したもの及び現在協議中の企業もございま

す。もっとも、相手方とは条件面で折り合いがついているわけではなく、契約交渉のための具体的な協

議を開始しているわけではなく、当社においても、デューディリジェンス調査の結果次第では、当該検

討案件の対象から除外することを含め、白紙の状態であります。 

 なお、本新株予約権と、当社が割当予定先との間で締結する予定の本引受契約には、前述の「１．募

集の概要」に注記した特徴がございます。現在進捗中の当該検討案件の企業もしくは事業の買収候補先

が決定された場合、行使指定の前提条件を満たし、決定された当該検討案件における必要資金にあわせ

て、当社は、割当予定先との間で締結する予定の本引受契約に従って本新株予約権の行使指定を行うこ

とにより、かかる当該検討案件のための柔軟かつ機動的な資金調達が可能になるものと考えております。 

また、割当予定先による本新株予約権の自発的な行使を妨げるものではございませんので、当該検討

案件の決定に先立って本新株予約権の行使より資金調達ができる場合があります。このような場合にお

いては、候補先との協議によって買収が実現できないと判断した際に、速やかに調達した資金の使途変

更について開示する予定でおります。加えて、当社は調達する資金を、決定された当該検討案件の資金

使途に充当するまでの間、当社銀行口座にて管理いたします。  

 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

国内もしくは海外において、当社主力事

業である不動産管理事業の拡大並びにそ

の主力事業に付随する不動産関連事業の

拡大を図ることが見込まれる企業もしく

は事業の買収資金及び諸費用 

517 平成 25年 10月～平成 27年 10 月 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

 当社は、調達する資金を、国内（関東エリアを中心）もしくは海外（中国上海周辺）において不動産関連事業

を行っている企業もしくは事業の買収資金に充当し、更なる事業規模の拡大と企業価値向上を図ることが、当

社の中長期的な株主価値の向上につながり、その結果、既存株主の皆様の利益に資するものと考えておりま

す。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行価格の決定に際して、公正性を期すため、第三者評価機関である株式会

社プルータス・コンサルティング（東京都港区赤坂二丁目 17番 22号 代表取締役社長 野口 真人）（以

下「プルータス・コンサルティング」という。）に対して本新株予約権の発行価格の算定を依頼しており

ます。プルータス・コンサルティングは、本新株予約権の発行価格の算定に際し、一般的な価格算定モ

デルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、将来の株価推移を予測するとともに、当該株価

推移を前提とした発行会社及び割当予定先の行動について一定の仮定（発行会社は割当日から 1 年後以

降、行使指定が可能であれば資金調達のため全額権利行使指定を実施するものとする、割当予定先は行

使指定を受け、全額権利行使するものとするという一定の仮定。）を設けることにより、割当予定先が対
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象新株予約権から得るキャッシュ・フローを求め、その割引現在価値を１回のシミュレーションにおけ

る対象新株予約権の公正価値の算定結果といたしました。その上で、同様のシミュレーションを 10 万回

実施し、各試行における算定結果の単純平均を、対象新株予約権の公正価値として算定しており、当社

は、当該算定結果の記載された算定結果報告書を取得しております。 

また、本新株予約権の行使価額は、当社株式の株価動向、当社の資金需要、既存株主の皆様に与える

影響等を考慮したうえで、割当予定先と協議、交渉した結果、本新株予約権の発行に係る取締役会決議

日の直前営業日である平成 25 年 10 月３日の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社普

通株式の終値である 172 円といたしました。 

なお、本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの１ヶ月間の終値平均 191 円に対するディスカ

ウント率は 9.9％、当該直前営業日までの３ヶ月間の終値平均 170円に対するプレミアム率は 1.2％、当

該直前営業日までの６ヶ月間の終値平均 187円に対するディスカウント率は 8.0％となっております。 

上記のとおり、行使価額につきましては、割当予定先との協議の結果、取締役会決議日の直前営業日

の終値としており、特に有利な金額には該当しないと判断しております。また、本新株予約権の発行価

格は上記の行使価額を踏まえ、第三者評価機関であるプルータス・コンサルティングが新株予約権の発

行価額の算定手法として、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公

正価値を算定しており、当該第三者機関の評価額は合理的な公正価格と考えられることから、当社取締

役会は、本資金調達の目的、他の調達手段の選択肢を考慮するとともに、本新株予約権の発行条件につ

いて充分な討議、検討を行った結果、割当予定先の１社である徳威国際の董事長でもあり、また、同社

の親会社である上海徳威企業の董事長であり特別利害関係者である当社取締役 呉 文偉氏及び同社の親

会社である上海徳威企業の董事であり特別利害関係者である当社取締役 張 平氏以外の２名の出席取締

役の賛成により、本新株予約権の発行につき決議いたしました。 

また、当社監査役会から、当社株価の推移、市場全体の環境、事業状況等を勘案しても、当該発行価

格が、上記算定根拠を含めて割当予定先に特に有利でなく、本新株予約権の発行は有利発行には該当せ

ず適法である旨の意見をいただいております。  

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

 本新株予約権の発行は、発行済総株式数 9,638,200 株に係る議決権数 95,545 個（平成 25 年 10月４日

現在）に対し、本新株予約権の発行による潜在株式数の総数 3,000,000 株に係る議決権数 30,000 個の占

める割合が 31.40％に相当し、当該割合において当社株式に希薄化が生じることとなります。 

 しかし、本新株予約権の発行による調達資金を、国内（関東エリアを中心）もしくは海外（中国上海

周辺）において不動産関連事業を行っている企業もしくは事業の買収資金に充当し、更なる事業規模の

拡大と企業価値向上を図ることは、当社の中長期的な株主価値の向上につながり、既存株主の皆様の利

益に資するものと考えております。また、本新株予約権の発行により調達する資金の総額につきまして

は、様々な相手先と企業もしくは事業の買収を協議していく過程において、当社が短期的かつ効率的に

事業規模拡大を図ることが可能であり、更に、速やかに当社の管理体制に組み込むことができる企業も

しくは事業を買収するために必要最低限な金額であるとの結論に至りました。よって、本新株予約権の

発行によって、既存株主の皆様にとって希薄化を招き短期的には不利益となるものの、中長期的には利

益に資するものと考えております。したがって、本新株予約権の発行数量及び当社株式の希薄化の規模

は、当社の更なる事業規模の拡大と企業価値向上を図ることを目的に妥当な規模及び数量であると判断

しております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

① 名 称 徳威国際発展有限公司（割当予定新株予約権 56個（2,800,000 株）） 

② 所 在 地 Flat J,2/F,ka On Building,8-14 connaught Road West,Hong Kong  

③ 代表者の役職・氏名 董事長 呉 文偉 
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④ 事 業 内 容 投資事業 

⑤ 資 本 金 1,600,000ＵＳドル 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 25年８月９日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 1,600,000 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 12月 31日 

⑨ 従 業 員 数 ２名 

⑩ 主 要 取 引 先 なし 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 香港上海銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 上海徳威企業発展有限公司 100％ 

⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係 

当該会社との間に、資本関係はありませんが、当該会社の董

事長である呉 文偉氏が保有する投資会社思源国際は当社普

通株式を 2,409,600 株（25.00％）保有しております。なお、

呉 文偉氏は、当該会社の 100％親会社である上海徳威企業

の董事長であり、また、主要株主（54.14％）でもあります。 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありませ

ん。（注 1） 

人 的 関 係 

当該会社の董事長であり、当該会社の親会社である上海徳威

企業の董事長でもある呉 文偉氏並びに上海徳威企業の董事

である張 平氏は当社取締役であります。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 

当該会社は、当社の議決権所有割合が 25.00％である思源

国際の 100％株主であり、当社の取締役である呉文偉が董

事長（最高経営責任者）である上海徳威企業の 100％子会

社であり、当社の関連当事者に該当します。 

 

（注 1）当社は、上海徳威企業及び思源国際と締結した資本提携契約に基づく提携関係を通じて徳威グ

ループ各社との間で種々の取り組みを行っております。詳細は、上記「２．募集の目的及び理

由」に記載しております。 

（注 2） 徳威国際は平成 25 年８月に設立されておりますので、過去３年間の経営成績及び財政状態は

ありません。 

 

① 名 称 株式会社ストライダーズ（割当予定新株予約権４個（200,000 株）） 

② 所 在 地 東京都港区新橋五丁目 13番５号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 早川 良一 

④ 事 業 内 容 
ＩＴ関連事業、企業再生再編事業、不動産賃貸管理事業、食品関連事業、ホ

テル関連事業、その他の事業 

⑤ 資 本 金 の 額 1,371 百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 40年２月４日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 80,330,896 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31日 

⑨ 従 業 員 数 連結従業員数 100名 

⑩ 主 要 取 引 先 一般顧客 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 三菱東京ＵＦＪ銀行、りそな銀行  

⑫ 大株主及び持株比率 
新興支援投資事業有限責任組合 19.05% 早川 良一 7.77% 

（平成 25年３月 31日現在）  
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⑬ 当 社 と の 関 係 等 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありま

せんが、当社の取締役である呉 文偉氏が 100％保有する香

港徳威企業集団控股有限公司は当該会社の新株予約権 2,000

個（2,000,000 株）（2.40％）を保有しております。 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、本資本業務提携を除き、記載

すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべ

き取引関係はありません。 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及

び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当

該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当

しません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成 23年３月期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 

連 結 純 資 産 1,571,946 1,184,900 988,333 

連 結 総 資 産 3,690,368 1,746,913 1,992,293 

１株当たり連結純資産（円） 16.75 15.60 11.93 

連 結 売 上 高 2,141,045 1,080,722 1,689,293 

連 結 営 業 利 益 80,545 △233,396 △147,847 

連 結 経 常 利 益 46,005 △183,371 △113,755 

連 結 当 期 純 利 益 △186,067 △121,009 △353,818 

１株当たり連結当期純利益（円） △2.50 △1.62 △4.74 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

（単位：千円） 

 ＊ なお、当社は、本新株予約権の割当予定先である徳威国際から、同社の役員又は主要株主（主な出資者）

が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領しております。当社においても株式会社ＪＰリサーチ＆

コンサルティング(東京都港区虎ノ門三丁目７番 12号 代表取締役 古野 啓介)に調査を依頼し、割当予

定先である徳威国際、並びに同社の親会社である上海徳威企業並びに役員・主要株主が民間信用調査会社

の有料データベース等のアクセス可能なオープンソースから広く遍く情報を収集した結果、反社会的勢力

との関係を有することを示唆する情報、犯罪行為を含めた違法行為に関与した（または関与している）こ

とを示唆する情報はなかったこと及び重大な懸念点、問題事項もなかったことを確認しております。また、

世界主要国の政府・機関及び国連がマネーロンダリング対策、テロリスト対策などを目的に収録している

「経済制裁・取引禁止リスト」等の集積データベースへの照合を行ったが、「経済制裁・取引禁止リスト」

にリストアップされていないことを確認した旨の調査報告書を受領しております。 

   また、ストライダーズは株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場しております。ストライダー

ズが株式会社東京証券取引所に提出している「コーポレートガバナンス報告書」の「反社会的勢力に向け

た基本的な考え方及びその整備状況」欄において、「当社は、ストライダーズ・グループ「企業行動憲章」、

「社員行動規範」及び「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、反社会的勢力との関係は一切持たな

いことを基本方針としております。また、反社会的勢力によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、

組織として毅然として対応を取ることを「社員行動規範」及び「反社会的勢力に対する基本方針」に明記

し、グループ全社に対して公開周知徹底を行っております。」との記載があることを確認し、ストライダ

ーズ及びその役員・主要株主が反社会的勢力等には該当せず、また反社会的勢力等とは関係がないと判断

しております。 

   当社は徳威国際及び同社の役員・主要株主が反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を株式会社
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東京証券取引所に提出しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

    本新株予約権の割当予定先として徳威国際及びストライダーズを選定いたしました理由は、以下のとお

りです。 

 徳威国際を割当予定先として選定した理由は、以下のとおりです。徳威国際は、上海徳威企業の 100％

子会社であり、上海徳威企業の既存業務と関連性のある海外企業への投資を目的に平成 25 年８月に設

立されました。 

当社は、上述のとおり、平成 23 年 12 月に上海徳威企業及び思源国際との間で資本提携契約を締結し

ております。この資本提携は、主に中国上海において不動産仲介を事業とする上海徳威房地産経紀有限

公司、主に中国不動産の資産管理を事業とする上海優宏資産管理有限公司、主に日本製建材の輸入販売

代理・内装工事を事業とする上海徳威装飾工程有限公司などの徳威グループ各社と事業協力を行うこと

による新たな事業機会の獲得及び当社の財務体質の強化を目的に行いました。なお、上海徳威企業は、

上海徳威房地産経紀有限公司をはじめとする徳威グループ各社を統括管理する会社であり、また、資本

提携時に当社が発行する株式を引き受けたのは、徳威グループの董事長であり当社取締役である呉 文偉

氏の個人会社である思源国際でした。徳威グループの判断としては、当社の逼迫した資金事情も考慮し、

上海徳威企業が当社に投資することを目的に投資会社を設立する時間的猶予がなかったこと及び当社と

徳威グループとの事業協力について、不確定な要素が多かったことなどを踏まえ、思源国際からの投資

を決定されました。その後当社と徳威グループ各社とで、日本に進出する中国企業へのサービス提供、

リフォーム事業の建材の調達、徳威グループに対するマンション投資の企画・開発に係る指導・助言、

中国人個人投資家への販路の拡大など、様々な面での収益拡大の機会を模索してまいりました。昨今の

日中関係の悪化も影響し、当社の業績に明確に寄与する実績を現時点では上げることはできておりませ

んが、当社と徳威グループと事業協力を進めていくことは、当社及び徳威グループ双方の企業価値向上

につながるものと判断しております。このような、当社の主力事業である不動産管理事業の拡大並びに

その主力事業に付随する不動産関連事業という当社の事業基盤に寄与する事業拡大による企業価値向上

を図ることを目的に、国内（関東エリアを中心）もしくは海外（中国上海周辺）において不動産関連事

業を行っている企業もしくは事業の買収を模索し、今後の交渉を更に進めるために資金調達の可否を明

確にしなければならない状況の中、当社取締役であり割当予定先である徳威国際の董事長呉 文偉氏より、

当社の資金需要逼迫時には、徳威グループの資金の投入により当社経営を支援したいとの申し出があり

ました。これを受けて、当社取締役会は、当社の事業及び財務状況等に対する理解が得られる先から確

実に資金調達を実現するためにも、本新株予約権の割当予定先として、当社と資本提携を行っている上

海徳威企業の 100％子会社であり、上海徳威企業の既存業務と関連性のある海外企業への投資を目的とす

る徳威国際が適切であると判断し、選定いたしました。 

 なお、今回の本新株予約権発行に係る当社取締役会において、割当予定先である徳威国際の董事長で

もあり、また、同社の親会社である上海徳威企業の董事長でもあり特別利害関係者である当社取締役 呉 

文偉氏及び同社の親会社である上海徳威企業の董事であり特別利害関係者である当社取締役 張 平氏以

外の２名の出席取締役の賛成により、本新株予約権の発行につき決議いたしました。 

ストライダーズを割当予定先として選定した理由は、以下のとおりです。「Ｉ．１．本資本業務提携の

理由」に記載のとおり、ストライダーズの連結子会社トラストアドバイザーズが当社と同業種であるこ

とから、従前より情報交換を行ってまいりました。情報交換をしていく中で、当社の特徴や強み、トラ

ストアドバイザーズの特徴や強みの相互理解が進み、両社が協力することで、両社に有益となることが

できないか協議を行うことといたしました。当社の主力事業である不動産管理事業の拡大及びその主力

事業に付随する不動産関連事業の業務拡充を検討している当社としては、協議を行う中で、当社とトラ

ストアドバイザーズは、事業を推進していくことにおいて事業推進上の相互補完関係が築けるものと判

断し、両社の経営資源・ノウハウを相互に活用することで、顧客サービスのより一層の向上を図り、現

状において顧客の要望に必ずしも応えきれていないことから生じる当社の逸失利益獲得が期待でき、多
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様化する顧客ニーズへの対応強化及び両社の企業価値を高め、事業基盤及び経営基盤の強化の拡充を図

ることが可能であるという結論に至りました。また、徳威グループはストライダーズに資本参加してお

り、事業協力関係の構築について、徳威グループの董事長である呉 文偉氏とストライダーズの代表取締

役社長である早川 良一氏との間で協議を行っており、上記事業性による判断及び徳威グループとストラ

イダーズとの関係性を踏まえ、当社はストライダーズと業務提携を行うことを決定いたしました。加え

て、両社の業務提携を実効性のあるものとし、また、相互間の関係性強化及び期待効果を最大限に発揮

していくために、本新株予約権の割当予定先として、ストライダーズが適切であると判断し、選定いた

しました。 

当社とトラストアドバイザーズの相互の事業推進上の相互補完関係の構築、両社の経営資源・ノウハ

ウを相互に活用することによるシナジー効果の発揮、多様化する顧客ニーズへの対応強化及び両社の企

業価値向上が実現可能と確信できた場合には、当社は、トラストアドバイザーズの子会社化、同社との

合併その他の方法により事業基盤及び経営基盤を統合することによる更なる経営合理化をも視野に入れ

ております。上記「Ⅰ．１．本資本業務提携の理由」に記載のとおり、ストライダーズに対しては、当

社の本資本業務提携の目的と意向は示しているものの、具体的な協議を開始しているわけではなく、当

社とストライダーズは、いずれも本資本業務提携の具体的な進捗次第というスタンスにおいて共通であ

り、まったく白紙の状態であります。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

 本新株予約権の割当予定先である徳威国際の董事長であり当社取締役である呉 文偉氏及びストライ

ダーズ代表取締役社長である早川 良一氏から本新株予約権を行使後、当社業務提携先及び株主として本

新株予約権の行使により取得した当社の普通株式に関し、これを中長期的に保有する方針である旨を当

社代表取締役社長である田中 忍氏との面談の際に表明していただき、口頭にて確認しております。なお、

当社が割当予定先との間で締結する予定の本引受契約には、徳威国際との間においては、本新株予約権

の行使により取得する当社の普通株式の保有方針は中長期保有の方針である旨、また、ストライダーズ

との間においては、本新株予約権の行使により取得する当社の普通株式の保有方針は純投資かつ中長期

保有の方針であり、当社の経営に介入する意思や取締役の派遣及び要請、支配株主となる意思がない旨

の意向を有していることを表明し保証する旨が規定される予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

 本新株予約権の割当予定先である徳威国際及びストライダーズとの間で締結する予定の本引受契約に

おいて、払込期日に払込価額を全額払い込むこと及び当該検討案件の案件取得が決定された場合、本新

株予約権を行使する旨規定される予定です。 

徳威国際の本新株予約権の払込み及び行使に要する資金につきましては、徳威国際及びその親会社で

ある上海徳威企業から提出された預金残高証明及び徳威国際と上海徳威企業との間における借款合同

（金銭消費貸借契約書）により確認しております。 

ストライダーズの本新株予約権の払込み及び行使に要する資金につきましては、ストライダーズが平

成 25 年６月 20 日付で関東財務局長宛に提出した第 49 期有価証券報告書の平成 25 年３月における貸借

対照表により確認しております。 

当社は、上記内容をもって割当予定先が本新株予約権の払込みに要する充分な現金を保有していると

判断しております。 

 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 25年６月 30日現在） 募集後 

思源国際発展有限公司（常任代理人ＳＭＢ

Ｃ日興証券株式会社）     
25.00％ 徳威国際発展有限公司  22.16％ 
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岡本 征三 15.05％ 
思源国際発展有限公司（常任代理人Ｓ

ＭＢＣ日興証券株式会社） 
19.07％ 

大阪証券金融株式会社 2.27％ 岡本 征三 11.48％ 

株式会社ＳＢＩ証券 1.82％ 大阪証券金融株式会社 1.73％ 

松井証券株式会社 1.53％ 株式会社ストライダーズ 1.58％ 

クリアストリーム バンキング エス エー 

（常任代理人香港上海銀行東京支店） 
0.97％ 株式会社ＳＢＩ証券 1.39％ 

吹上 了 0.89％ 松井証券株式会社 1.17％ 

マネックス証券株式会社 0.87％ 
クリアストリーム バンキング エス エー

（常任代理人香港上海銀行東京支店） 
0.74％ 

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 

（常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＪ証券株式

会社） 

0.81％ 吹上 了 0.68％ 

遠藤 栄一 0.65％ マネックス証券株式会社 0.66％ 

  （注）１．平成 25 年６月 30日現在の株主名簿を基準としております。 

２．募集後の大株主及び持株比率は、本新株予約権が全て行使された場合の比率であります。 

３．本日付「新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」にて開示いたし

ました、当社取締役に対する新株予約権の発行（以下「別途新株予約権」という。）による持分

比率は記載しておりません。 

４．本新株予約権は、行使されるまで潜在株式として割当予定先に保有されます。今後割当予定先

による行使状況及び行使後の株式保有状況に応じて、大株主及び持ち株比率の状況が変動いた

します。 

 

８．今後の見通し 

 前記「Ⅰ．本資本業務提携の概要 ５．今後の見通し」に記載のとおりです。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

 本新株予約権の発行による資金調達は希釈化率が 31.40％であり、25％以上であるため、株式会社東京証券取

引所の定める有価証券上場規程第 432 条における経営者から独立した者による当該割当の必要性及び相当性に

関する意見の入手を要することになります。 

当社は、下記のとおり経営者から独立した者による本新株予約権の発行の必要性及び相当性に関する意見を入

手しております。なお、同時に別途新株予約権の発行を行うことも当該意見に反映されております。 

 まず、当社は、第三者割当による本新株予約権発行に至る意思決定過程における恣意性を排除するため、当社

からは独立し、利害関係のない日比谷パーク法律事務所を法務アドバイザーとして選任し、同事務所による法的

助言を得ながら慎重に議論、検討を重ねてまいりました。 

また、当社は、当該検討案件を進める上で、その交渉進捗状況によっては即時の資金調達が必要となる可能性

もあり、交渉を進展させるためには一刻も早く資金調達の目途を立てねばならないという時間的制約から臨時株

主総会を開催して株主総会決議による株主の意思確認を行うことができないものの、本新株予約権発行に係る発

行条件及び手続の公正性を担保するという観点から、厳格なプロセスを経て本新株予約権発行を行うか否かを決

定することが望ましいと判断し、本新株予約権発行に至る手続並びに本新株予約権発行に係る発行条件の決定プ

ロセスにおいて既存株主を害する不公正が生じることを回避するべく、自らの取締役会の諮問機関として、当社

から独立した者である弁護士大塚 和成氏(二重橋法律事務所)及び弁護士藤田 和史氏（西内岳法律事務所）並び

に公認会計士横山 友之氏（横山経営会計事務所）３名から構成される第三者委員会（以下「本第三者委員会」

という。）を平成 25 年８月 28 日付で設置し、本第三者委員会に対して本新株予約権の発行を割当予定先に対す

る第三者割当で行うこと（以下「本第三者割当増資」という。）の必要性及び相当性（以下「本件諮問事項」と

いう。）に関する諮問を行いました。なお、各委員とも当社との資金の貸借やその他継続取引等はなく、経営者
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からの独立性が確保されております。 

 本第三者委員会は、平成 25 年８月 28 日より、本件諮問事項についての検討を開始し、全４回にわたって開催

され、いずれの委員も辞任等により交代することなく本件諮問事項についての検討及び審議を継続して行いまし

た。 

本第三者委員会は、当社に対して、開示資料に記載された事項その他関連する事項についての当社の認識、意

見及びその根拠等について、資料及び情報の提供や説明を求めるなどして本件諮問事項について検討を行いまし

た。 

また、かかる検討と並行して、払込みの意思確認、払込資金の存在確認、割当予定先の保有方針、調達資金の

使途や当社経営計画や経営体制に関する割当予定先の考え方等の本新株予約権発行及び割当予定先に関する事

項その他関連する事項についての割当予定先の認識、意見及びその根拠等について本第三者委員会が必要と認め

た調査を行いました。 

本第三者委員会は、かかる調査に基づき、本件諮問事項に関し、委員全員の一致で決議の上、当社取締役会に

おいて決議される予定の本第三者割当増資は、必要かつ相当なものと認められる旨の意見とその理由を記載した

意見書を、平成 25 年 10月４日付で、当社の取締役会に対して提出しました。 

 

本第三者委員会からは、以下の意見をいただいております。 

（本第三者割当の必要性について） 

当社は、当社の主力事業である不動産管理事業の拡大並びにその主力事業に付随する不動産関連事業という

当社の事業基盤に寄与する事業の拡大による企業価値向上を図ることを目的に、国内（関東エリアを中心）もし

くは海外（中国上海周辺）において、不動産関連事業を行っている企業もしくは事業の買収（以下「当該検討案

件」という。）を行う方針を決定しており、当該検討案件を進める上で、資金調達の可否が不透明な状況で、交

渉を進展させることは困難であるため、本第三者割当増資による資金調達を決定したとのことである。当社は、

本新株予約権の行使により調達した資金を用い、当該検討案件を実現させることにより、当社の収益拡大を図

り、財務面での安定を実現するとともに、企業価値の向上を追求していく意向であるとのことであり、当該検

討案件を検討するに至った背景を踏まえれば、本新株予約権の募集の目的及び理由において、本第三者割当増

資の必要性が認められる。なお、当該検討案件の相手方とは条件面で折り合いがついているわけではないうえ、

契約交渉のための具体的な協議を開始しているわけではなく、当社においても、デューディリジェンス調査の

結果次第では、当該検討案件の対象から除外することを含め、白紙の状態であるとのことであるが、当社は、

当該検討案件を目指す方針を決定しており、競争が激化する中、機会を逸することがないよう、迅速かつ機動

的に取り組む必要があるものの、当該検討案件を進める上で、資金調達の可否が不透明な状況で、上記のよう

な大規模な資金調達を前提とする交渉を進展させることには困難な事情も認められるといえる。さらに、徳威

国際の親会社である上海徳威企業からは、当社の企業価値向上に資する買収先候補として企業もしくは事業を

いくつか紹介されており、それらの中には、デューディリジェンス調査にも着手したものもあるとのことであ

る点に鑑みれば、本第三者割当増資により調達する資金の具体的使途が存在し、当該検討案件が具体的に決定

していないというまでの事情はないものと考えられる。加えて、本第三者割当増資における調達資金を当該検討

案件の実行資金に充当することを以て、当社が更なる事業規模の拡大と企業価値向上を図り、当社の中長期的

な株主価値の向上につながれば、結果として、既存株主の皆様の利益に資すると考えられることから、その使

途の合理性も認められる。以上より、当社には、本第三者割当増資により資金調達を行う必要性が認めらる。 

（本第三者割当の非代替性・不可欠性について） 

上述のとおり、当該検討案件が具体的に確定している状況ではない現段階において、金融機関及び一般投資

家の理解を得ることは容易ではなく、当社が希望する条件による資金調達は実現困難であることから、金融機

関等からの借入による間接金融又は社債等による調達は妥当な方法ではないと考えられる。また、公募増資、株

主割当による調達については、当社の自己資本比率など財務状況は安定しているとは言い難いことに加え、平

成 20年 12月期以降赤字と黒字を繰り返してきた業績等を考慮すると必要な資金が集まるかが不透明であり、実

現可能性は低いものと考えられる。さらに、第三者割当による新株式の発行は、同時に１株当たり利益の希薄化

を一時に引き起こすため、当該検討案件が具体的に確定している状況ではない現段階においては妥当な方法で

はないと考えられることから、当該検討案件のための資金調達手法としては、他の資金調達方法との比較する

限り、本第三者割当増資によるほかなく、当社の資金需要とその置かれた状況に照らせば、本第三者割当増資

に代替する手段の確保は難しいと考えられ、本第三者割当増資の非代替性・不可欠性が認められる。 

（本第三者割当増資の条件の相当性について） 

本第三者割当増資は、議決権の数 95,545 個（平成 25 年 10 月４日現在）に対し、本第三者割当増資による潜

在株式数の総数 3,000,000 株に係る議決権数 30,000 個の占める割合が 31.40％に相当し、当該割合において当

社株式に希薄化が生じることとなる。しかしながら、上述のとおり、本新株予約権が当該検討案件の資金調達の



17 

 

ために発行されるものであることに鑑み、本新株予約権による調達資金の総額を固定し、併せて、本新株予約

権の行使価額と対象株式数を固定することにより、既存株主の株式価値の希薄化の抑制を図るとともに、本新

株予約権には取得条項が付されているほか、当社が割当予定先との間で締結する予定の本引受契約にも当社が

当該検討案件の資金調達目的を達成できるようにするための行使指定に係る規定等が設けられており、当社が、

割当予定先に対し、今後の当該検討案件の進捗状況に合わせ、当社が請求した場合に、行使指定の前提条件を

満たし、当該検討案件における必要資金にあわせて、本新株予約権の行使を義務付けることができる一方で、

当社の計画が達成できないと当社取締役会が判断した場合、当社が本新株予約権を取得し消却することができ

るという商品設計がなされている。本第三者割当増資においても、本新株予約権の発行価額の有利発行該当性が

問題となり得るが、当社は、本新株予約権の発行価額の決定に際して、公正性を期すため、第三者評価機関に

対して本新株予約権の発行価額の算定を依頼し、かかる第三者評価機関の算定結果報告書において本新株予約

権の公正価値とされた金額は本第三者割当増資に係る本新株予約権の発行価額と同額であり、本新株予約権の発

行価額は有利発行には該当せず、適法性が認められる。以上のことなどから、本第三者割当増資の条件の相当性

が認められる。 

 

１０．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結）（単位：千円） 

 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

売 上 高 9,116,443 4,262,223 1,594,092 

営 業 利 益 △247,835 △294,506 144,228 

経 常 利 益 △443,647 △444,701 88,417 

当 期 純 利 益 3,974 △486,948 83,443 

１株当たり当期純利益（円） 64.55 △77.57 8.73 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

１株当たり純資産（円） 6,155.27 4.39 13.13 

  （注）平成 25 年 1月 1 日付で普通株式 1 株につき 100株の株式分割を行っております。そのため、 

     平成 23 年 12月期連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期 

純利益及び１株当たり配当金又は１株当たり純資産を算定しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25年６月 30日現在） 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 9,638,200 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株 －％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株 －％ 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株 －％ 

 

（３）最近の株価の状況 

 ① 最近３年間の状況 

 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

始  値 21,650 円 9,600 円 4,750 円 

高  値 29,200 円 12,000 円 16,040 円 

安  値 5,900 円 3,510 円 3,645 円 

終  値 9,800 円 4,750 円 118円 

 

② 最近６ヶ月間の状況 
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 平成 25年 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

始  値 133円 234円 175円 168円 149円 137円 

高  値 372円 289円 220円 205円 175円 264円 

安  値 121円 163円 113円 146円 135円 137円 

終  値 235円 177円 162円 150円 139円 191円 

 

③ 発行決議日前日における株価 

 平成 25年 10月３日現在 

始  値 181円 

高  値 183円 

安  値 172円 

終  値 172円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

  ・第三者割当増資 

発行期日 平成 23年 12月 19 日 

調達資金の額 141,496,548 円（差引手取概算額） 

発行価額 １株につき金 4,414円 

募集時における 

発行済株式数 

62,400 株 

当該募集による 

発行株式数 

33,982 株 

募集後における 

発行済株式総数 

96,382 株 

割当先 思源国際発展有限公司 

発行時における 

当初の資金使途 

事業資金借入返済 141,400,000 円 

発行時における 

支出予定時期 

平成 23年 12月 

現時点における 

充当状況 

上記調達資金については、当初の予定通り上記資金使途に充当済みです。 

 

以  上 
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（別紙 1） 

株式会社陽光都市開発第 1回新株予約権発行要項 

 

1. 本新株予約権の名称  

株式会社陽光都市開発第 1回新株予約権（以下「本新株予約権」という。） 

 

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 9,000,000 円 

 

3. 申込期間       平成 25 年 10月 21日 

 

4. 割当日及び払込期日  平成 25 年 10月 21日 

 

5. 募集の方法  

第三者割当の方法により、本新株予約権を徳威国際発展有限公司に 56 個、株式会社ストライダ

ーズに４個割り当てる。 

 

6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1） 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 3,000,000 株とする（本

新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という。）は 50,000株と

する。）。但し、本項第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株

予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2） 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する。）の調整を行う場合

には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未

行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の

端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第

10 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

調整後割当株式数     
調整前割当株式数   調整前行使価額

調整後行使価額
 

 

(3） 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 10 項第(2)号及び第(5)号による行

使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4） 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の運用開始日の前日までに、

本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割

当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 10項第(2)

号⑤に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に
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は、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

7. 本新株予約権の総数 60個 

 

8. 本新株予約権の払込金額  

本新株予約権１個当たり金 150,000 円 

 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1） 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当

株式数を乗じた額とする。但し、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を

四捨五入するものとする。 

(2） 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの財産の価額（以下「行

使価額」という。）は、172円とする。但し、第 10項に定めるところに従い調整されるも

のとする。 

 

10. 行使価額の調整 

(1） 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以

下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

調整後

行使価額
     

調整前

行使価額
     

既発行

株式数
    

交付株式数    株当たりの払込金額

 株当たりの時価

既発行株式数     交付株式数
 

 

(2） 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（無

償割当による場合を含む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付

を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交

換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、

無償割当の場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる交付につき株主に割り当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式について株式の分割をする場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 
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③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めの

ある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

を発行又は付与する場合（但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用

人に新株予約権を割り当てる場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が

当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当の場合は）効力発生日以降

これを適用する。但し、株主に割り当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当

社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤  本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割り当てを受ける権利を与えるた

めの基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締

役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわ

らず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。 

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約

権を行使した本新株予約権の新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付するものとする。 

 

株式数  ＝  

  
調整前

行使価額
   

調整後

行使価額
      

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

  

 この場合、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額の差が１円未満にと

どまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事

由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて

調整前行使価額からこの差額を引いた額を使用する。 

(4) その他 

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨

五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項

第(2)号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30取引日の金融商品取引所に
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おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この

場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割り当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初

めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日にお

いて当社の有する当社普通株式を控除した数とする。また本項第(2)号⑤の場合には、行

使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式

に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整

を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使

価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株

予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及

びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合、

その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速

やかにこれを行う。 

 

11. 本新株予約権の行使期間 

平成 25年 10月 22日から平成 27年 10月 21日の期間とする。但し、第 13 項「本新株予約権の

取得」に従い当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権

については、取得日の前日までとする。 

 

12. その他の本新株予約権の行使条件 

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。また、本新株予約権の一部行使

はできない。 

 

13. 本新株予約権の取得 

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日

の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で
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定める取得日に、本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）

の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽

選その他の合理的な方法により行うものとする。 

 

14．合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社とな

る吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転

完全子会社となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編

行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、

新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設

立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る

新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理

的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げ

る。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げ

る。 

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取

得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

第 11 項ないし第 14項、第 16 項及び第 17 項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承

認を要する。 

 

15．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものする。 

 

16．新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。 
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17．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算

の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度

額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

18．本新株予約権の行使請求の方法 

(1） 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自

己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口

座（社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第 131 条第３項に定め

る特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載しこれに記名捺印したうえ、第 11項

に定める行使期間中の取引日に第 19 項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場

所」という。）に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使

価額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を現金にて第 20項に定める払込取扱場

所の当社が指定する口座（以下「指定口座」という。）に振り込むものとする。 

(2） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到

着し、かつ当該本新株予約権の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合におい

て、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求受付日（行使請求に要する書類の全部が行

使請求受付場所に到着した日の直後に到来する取引日午前 11 時までに当該行使請求に係

る出資金総額の指定口座への入金が当社により確認された場合には、当該取引日とし、当

該確認が当該取引日午前 11 時以降になった場合には当該取引日の翌取引日とする。）に

発生する。 

(3） 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回するこ

とができず、直ちに、当該行使請求に係る出資金総額を指定口座に振り込むものとする。 

 

19．行使請求受付場所 

株式会社陽光都市開発 管理部 

 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 横浜中央支店  

 

21．新株予約権行使による株式の交付 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第 130 条第 1 項に定めるところに

従い、振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報

を通知する。 
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22．新株予約権者に対する通知 

本新株予約権の新株予約権者に対し通知する場合、電子公告により行う。但し、法令に別段の定

めがあるものを除き、公告の掲載に代えて新株予約権者に対し直接に通知する方法によることが

できる。 

 

23．その他 

(1)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じる。 

(2)上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役

社長に一任する。 

(3)本新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

以  上 
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